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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースフィルムと、
　前記ベースフィルム上に、ベースフィルムより高いガラス転移温度を有する耐熱性樹脂
により形成され、光照射により加熱焼成される機能性薄膜を表面に形成するためのコーテ
ィング層と、
を備え、
　前記耐熱性樹脂のガラス転移温度が１４０℃以上であり、前記コーティング層が０．１
～１０μｍであることを特徴とする光照射による加熱焼成用の樹脂基材フィルム。
【請求項２】
　前記ベースフィルムと前記コーティング層の２層構造であることを特徴とする請求項１
に記載の光照射による加熱焼成用の樹脂基材フィルム。
【請求項３】
　前記コーティング層を形成する耐熱性樹脂が３次元架橋樹脂であることを特徴とする請
求項１または２に記載の光照射による加熱焼成用の樹脂基材フィルム。
【請求項４】
　前記コーティング層を形成する耐熱性樹脂のガラス転移温度が２００℃以上であること
を特徴とする請求項２に記載の光照射による加熱焼成用の樹脂基材フィルム。
【請求項５】
　前記コーティング層を形成する耐熱性樹脂に、動的光散乱法で測定した平均粒子径Ｄ５
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０が５００ｎｍ以下のシリカおよび／またはアルミナおよび／またはチタニアおよび／ま
たはジルコニアを５～８０質量％含むことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の
光照射による加熱焼成用の樹脂基材フィルム。
【請求項６】
　前記ベースフィルムが、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポ
リカーボネート、ポリアクリレート、ポリオレフィン、ポリシクロオレフィン又はポリイ
ミドフィルムであることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の光照射による加熱
焼成用の樹脂基材フィルム。
【請求項７】
　前記ベースフィルムの厚さが、１０μｍ～３ｍｍであることを特徴とする請求項１～６
のいずれかに記載の光照射による加熱焼成用の樹脂基材フィルム。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の光照射による加熱焼成用の樹脂基材フィ
ルム上に光照射により加熱焼成された機能性薄膜を前記コーティング層表面に接して備え
る基板。
【請求項９】
　前記機能性薄膜が、金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、コバルト、およびこれらの
酸化物、グラファイト、グラフェン、カーボンナノチューブ、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化
インジウムスズ、ポリシランの少なくとも１種を含んでいるインク層であることを特徴と
する請求項８に記載の基板。
【請求項１０】
　前記機能性薄膜が、シリコン、ゲルマニウム、錫、鉛、砒素、アンチモン、ビスマス、
ガリウム、インジウム、タリウム、亜鉛、カドミウム、セレン、テルル、それらの酸化物
及び複合酸化物のいずれかよりなる膜であることを特徴とする請求項８に記載の基板。
【請求項１１】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の光照射による加熱焼成用の樹脂基材フィ
ルムを準備し、
　前記コーティング層の表面に機能性薄膜を形成し、
　前記機能性薄膜を光照射により加熱焼成することを特徴とする加熱焼成方法。
【請求項１２】
　前記照射する光は、２００～３０００ｎｍの波長のパルス光であることを特徴とする請
求項１１に記載の加熱焼成方法。
【請求項１３】
　前記機能性薄膜が、金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、コバルト、およびこれらの
酸化物、グラファイト、グラフェン、カーボンナノチューブ、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化
インジウムスズ、ポリシランの少なくとも１種を含んでいるインク組成物を印刷して作製
することを特徴とする請求項１１または１２に記載の加熱焼成方法。
【請求項１４】
　前記機能性薄膜が、シリコン、ゲルマニウム、錫、鉛、砒素、アンチモン、ビスマス、
ガリウム、インジウム、タリウム、亜鉛、カドミウム、セレン、テルル、それらの酸化物
及び複合酸化物をターゲットとするスパッタリング法により形成されたことを特徴とする
請求項１１または１２に記載の加熱焼成方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基材フィルム及び加熱焼成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板上に半導体、金属等の導電層を形成するには、例えば導電性粒子が分散されたイン



(3) JP 6258303 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

ク組成物（導電性インク）を使用して基板上にインク層を印刷し、インク層中の導電性粒
子を焼結して導電層とすることが考えられる。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１には、基板に接着剤を塗布して接着層をコーティングし、接着
層がコーティングされた基板に撥水層をコーティングし、接着層及び撥水層がコーティン
グされた基板に導電性インクを印刷し、印刷された導電性インクの焼結及び接着層の硬化
を行う技術が開示されている。
【０００４】
　また、下記特許文献２には、熱硬化性樹脂で形成された絶縁パターンを備えた基材の上
から金属微粒子を散布して該絶縁パターン上に金属微粒子を付着させ、上記絶縁パターン
を加熱して溶融し、上記金属微粒子を絶縁パターン上に固着させ、絶縁パターン以外の基
材の表面に付着した金属微粒子を除去することにより電子部品を製造する装置が開示され
ている。
【０００５】
　特許文献１の方法では、焼結条件が２００℃で１時間の加熱であり（特許文献１の第０
０４４段落）、特許文献２の方法では、絶縁パターンの加熱温度が１５０～２００℃であ
る（特許文献２の第００２８段落等）が、一般に基板上の導電性パターンや絶縁パターン
を加熱する際には、基板ごと加熱するので、使用できる基板が高い耐熱性を有するもの、
例えばビスマレイミドトリアジン化合物を含むＢＴ樹脂などの高耐熱性熱硬化樹脂等に限
られる。
【０００６】
　そこで、特許文献３～５に記載のように、ナノ粒子を含むインク組成物を用いて、光照
射により金属配線に転化させようとの試みがあった。光エネルギーやマイクロ波を加熱に
用いる方法は、インク組成物（ナノ粒子）のみを加熱でき、耐熱温度が上記樹脂よりも低
い樹脂を基板に使用できる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－７５９１１号公報
【特許文献２】特開２００５－２０３３９６号公報
【特許文献３】特表２００８－５２２３６９号公報
【特許文献４】国際公開２０１０／１１０９６９号パンフレット
【特許文献５】特表２０１０－５２８４２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、例えばシリコン粒子、酸化ニッケル粒子が分散されたインク組成物を使用する
場合には、シリコン粒子の結晶構造を変化させたり、酸化ニッケルの還元にエネルギーが
必要なために、照射する光のエネルギーを高くする必要がある。また、銅粒子または酸化
銅粒子が分散されたインク組成物を使用して厚膜の導電層を形成する場合にも、薄膜より
もエネルギーが必要なために照射する光のエネルギーを高くする必要がある。このため、
ＰＥＴ等の耐熱性の低い樹脂を基板に使用すると、インク組成物の焼結中に基板に皺が発
生したり、溶けてしまう等の問題があった。
【０００９】
　本発明の目的は、光の照射中に基板に皺、溶融等が発生しない基材フィルム及び加熱焼
成方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の一実施形態は、基材フィルムであって、ベースフ
ィルムと、前記ベースフィルム上に、ベースフィルムより高いガラス転移温度を有する耐
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熱性樹脂により形成され、光照射により加熱焼成される機能性薄膜を表面に形成するため
のコーティング層（耐熱層）と、を備えることを特徴とする。上記耐熱性樹脂はＴｇ（ガ
ラス転移温度）が１２０℃以上の樹脂であることを特徴とする。
【００１１】
　上記コーティング層を形成する樹脂は３次元架橋樹脂であるのが好適であり、Ｔｇは２
００℃より高いのがより好適である。コーティング層の厚さは０．１～１０μｍであるの
がよい。
【００１２】
　また、上記コーティング層を形成する耐熱性樹脂は、動的光散乱法で測定した平均粒子
径Ｄ５０が５００ｎｍ以下のシリカおよび／またはアルミナおよび／またはチタニアおよ
び／またはジルコニアを５～８０質量％含むのがより好適である。
【００１３】
　また、上記ベースフィルムは、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレー
ト、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリオレフィン、ポリシクロオレフィン、ポ
リイミドフィルム又は紙とすることができる。上記ベースフィルムの厚さは、１０μｍ～
３ｍｍであるのがよい。
【００１４】
　また、本発明の他の実施形態は、機能性薄膜（パターン）を備える基板であって、上記
各基材フィルムのコーティング層（耐熱層）上に光照射により加熱焼成された機能性薄膜
を有することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の他の実施形態は、加熱焼成方法であって、上記各基材フィルムを準備し
、前記コーティング層の表面に機能性薄膜（パターン）を形成し、前記機能性薄膜（パタ
ーン）を光照射により加熱焼成することを特徴とする。
【００１６】
　上記照射する光は、２００～３０００ｎｍの波長のパルス光であるのがよい。
【００１７】
　上記機能性薄膜（パターン）は、金、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、コバルト、お
よびこれらの酸化物、グラファイト、グラフェン、カーボンナノチューブ、酸化亜鉛、酸
化スズ、酸化インジウムスズ、ポリシランの少なくとも１種を含んでいるインク組成物を
印刷して作製することができる。
【００１８】
　また、上記機能性薄膜（パターン）は、シリコン、ゲルマニウム、錫、鉛、砒素、アン
チモン、ビスマス、ガリウム、インジウム、タリウム、亜鉛、カドミウム、セレン、テル
ル、それらの酸化物及び複合酸化物をターゲットとするスパッタリング法により形成して
もよい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】実施形態にかかる基材フィルムの構成例の部分断面図である。
【図２】パルス光の定義を説明するための図である。
【図３】実施例２における光照射によるシリコンの結晶構造変化が起こったことを示すラ
マンスペクトルである。
【図４】実施例１において、光照射後のパターン形成面の写真を示す図である。
【図５】比較例１において、光照射後のパターン形成面の写真を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための形態（以下、実施形態という）を、図面に従って説明す
る。
【００２１】
　図１には、実施形態にかかる基材フィルムの構成例の部分断面図が示される。図１にお
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いて、基材フィルムは、ベースフィルム１０と、コーティング層１２とを含んで構成され
ている。また、図１の例では、コーティング層１２の表面に機能性薄膜１４が形成されて
いる。
【００２２】
　ベースフィルム１０は、例えばポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレー
ト、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリオレフィン、ポリシクロオレフィン、ポ
リイミドフィルム又は紙等をフィルム状に形成したものであるが、材料はこれらに限定さ
れず、基板として使用できる材料であればよい。また、ベースフィルム１０の厚さは、１
０μｍ～３ｍｍであるのがよい。ベースフィルムの厚みとしてはあまりに薄いとフィルム
強度がなくなるために好ましくなく、厚いほうは特に制限はないがフレキシブル性が必要
な場合にはあまりに厚いものは使えない。そのためにフィルムの厚さとしては、１０μｍ
～３ｍｍ、フレキシブル性、入手の容易性も考慮するとより好ましくは１６μｍ～２８８
μｍである。
【００２３】
　なお、上記膜厚の測定は、例えば反射分光膜厚計により行うことができる。
【００２４】
　コーティング層１２は、ベースフィルムよりも耐熱性に優れる層、例えば、Ｔｇ（ガラ
ス転移温度）が１２０℃以上、好ましくは１４０℃以上、さらに好ましくは１７０℃以上
、特に好ましくは２００℃以上の樹脂で形成するのが好適である。後述するインク組成物
の光による焼成の際に発生する熱に耐久性を持たせるためである。コーティング層１２を
構成する材料としては、例えば多官能アクリル樹脂のような３次元架橋樹脂が好適である
が、これには限定されず、導体粒子、半導体粒子等が分散されたインク組成物を使用して
表面に印刷ができるものやスパッタリング法等で金属、金属酸化物等を積層できるもので
あればよい。また、コーティング層１２を構成する樹脂に、トリアジンチオールを混合し
て導体粒子、半導体粒子との接着性を向上することができる。また、コーティング層１２
を構成する樹脂に、動的光散乱法で測定した平均粒子径Ｄ５０が５００ｎｍ以下のシリカ
および／またはアルミナおよび／またはチタニアおよび／またはジルコニアを１～８０質
量％混合することにより耐熱性を向上することができる。ここで、上記シリカおよび／ま
たはアルミナおよび／またはチタニアおよび／またはジルコニアの混合割合が少ないと耐
熱性向上の効果がなく、あまりに多いとコーティングしにくくなる。より好ましくは５～
７０質量％であり、さらに好ましくは５～５０質量％である。
【００２５】
　また、コーティング層１２の厚さは、０．１～１０μｍとするのがよい。コーティング
層１２の厚さが０．１μｍより薄いと耐熱層としての役割を果たすことが出来ず、好まし
くない。一方、コーティング層１２の厚さが１０μｍより厚い場合には、使用可能である
が、フレキシブルなベースフィルムと組み合わせたときにその柔軟性を失わせてしまう場
合がある。
【００２６】
　ベースフィルム１０上に形成したコーティング層１２の厚みは、ベースフィルム１０お
よびコーティング層１２の屈折率を予め求めておくことにより、例えば太陽電子（株）製
反射分光膜厚計ＦＥ－３０００にて測定することができる。屈折率が不明な場合はコーテ
ィング量から概算することができる。
【００２７】
　本実施形態の基材フィルムの構成とすることによりポリエチレンテレフタレート等の比
較的耐熱性に乏しいベースフィルムを使用する場合に光の照射中による基板への皺、溶融
等の発生を効果的に抑制することができるが、耐熱性の比較的高いポリイミドフィルム等
をベースフィルム１０として使用することを排除するものではない。
【００２８】
　コーティング層１２の表面に形成される機能性薄膜１４は、例えば導電性粒子として金
、銀、銅、アルミニウム、ニッケル、コバルト、およびこれらの酸化物、グラファイト、



(6) JP 6258303 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

グラフェン、カーボンナノチューブ、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化インジウムスズ、ポリシ
ランの少なくとも１種の粒子を適宜な溶媒に分散させたインク組成物を印刷して形成され
たインク層として作製される。なお、この機能性薄膜１４（インク層）を、光照射により
加熱焼成することにより導電層が形成される。
【００２９】
　上記導電性粒子を分散させる溶媒としては、例えばアセトン、メチルエチルケトン、シ
クロヘキサノン、ベンズアルデヒド、オクチルアルデヒドなどのカルボニル化合物；酢酸
メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸エチル、酢酸メトキシエチルなどのエステル系化
合物；蟻酸、酢酸、蓚酸などのカルボン酸；ジエチルエーテル、エチレングリコールジメ
チルエーテル、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、フェニルセロソルブ、ジオキサン
等のエーテル系化合物；トルエン、キシレン、ナフタレン、デカリンなどの芳香族化合物
；ペンタン、ヘキサン、オクタンなどの脂肪族化合物；塩化メチレン、クロロベンゼン、
クロロホルムなどのハロゲン系炭化水素;メタノール、エタノール、ノルマルプロパノー
ル、イソプロパノール、ブタノール、シクロヘキサノール、テルピネオール、エチレング
リコール、プロピレングリコール、グリセリンなどのアルコール化合物、水あるいはこれ
らの混合溶媒などを挙げることができる。以上の溶媒の中では水溶性溶媒が好ましく、特
にアルコール、水が好ましい。なお、導電性粒子として金属酸化物を用いる場合は還元剤
を含有させることが好ましい。前述した有機溶媒であれば還元作用を有するが、還元効率
を考えるとエチレングリコール、プロピレングリコールやグリセリン等の多価アルコール
、蟻酸、酢酸、蓚酸のようなカルボン酸が好適である。
【００３０】
　また、上記インク組成物を印刷するには、粘度調整等の目的でバインダー樹脂を用いる
ことができる。バインダー樹脂として使用できる高分子化合物としては、ポリ－Ｎ－ビニ
ルピロリドン、ポリ－Ｎ－ビニルカプロラクタムのようなポリ－Ｎ－ビニル化合物、ポリ
エチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリＴＨＦのようなポリアルキレング
リコール化合物、ポリウレタン、セルロース化合物およびその誘導体、エポキシ化合物、
ポリエステル化合物、塩素化ポリオレフィン、ポリアクリル化合物のような熱可塑性樹脂
、熱硬化性樹脂が使用できる。これらのバインダー樹脂は効果の程度に差はあるが、いず
れも還元剤としての機能を有する。この中でもバインダー効果を考えるとポリ－Ｎ－ビニ
ルピロリドンが、還元効果を考えるとポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコー
ル等のポリアルキレングリコールが、また、バインダーとしての粘着力の観点からはポリ
ウレタン化合物が好ましい。
 
【００３１】
　上記インク組成物を印刷する方法は、特に限定されないが、例えばウエットコート等を
挙げることができる。ウェットコートとはコーティング層１２上に液体を塗布することに
よって製膜するプロセスを指す。本実施形態に用いるウェットコートは公知の方法であれ
ば特に制限はなく、スプレーコート、バーコート、ロールコート、ダイコート、ディップ
コート、ドロップコート、インクジェット印刷、スクリーン印刷、凸版印刷法、凹版印刷
法、平版印刷、グラビア印刷法などを用いることができる。
【００３２】
　上記焼成工程に使用される光としては、２００ｎｍ～３０００ｎｍの連続光またはパル
ス光がよく、焼成時の蓄熱が起こりにくいパルス光がより好ましい。
【００３３】
　本明細書中において「パルス光」とは、光照射期間（照射時間）が短時間の光であり、
光照射を複数回繰り返す場合は図２に示すように、第一の光照射期間（ｏｎ）と第二の光
照射期間（ｏｎ）との間に光が照射されない期間（照射間隔（ｏｆｆ））を有する光照射
を意味する。図２ではパルス光の光強度が一定であるように示しているが、１回の光照射
期間（ｏｎ）内で光強度が変化してもよい。上記パルス光は、キセノンフラッシュランプ
等のフラッシュランプを備える光源から照射される。このような光源を使用して、上記イ



(7) JP 6258303 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

ンク組成物の層にパルス光を照射する。ｎ回繰り返し照射する場合は、図２における１サ
イクル（ｏｎ＋ｏｆｆ）をｎ回反復する。なお、繰り返し照射する場合には、次パルス光
照射を行う際に、基材を室温付近まで冷却できるようにするため基材側から冷却すること
が好ましい。
【００３４】
　パルス光の１回の照射期間（ｏｎ）としては、５マイクロ秒から１秒、より好ましくは
２０マイクロ秒から１０ミリ秒の範囲が好ましい。５マイクロ秒よりも短いと焼結が進ま
ず、導電層の性能向上（導電率の向上）の効果が低くなる。また、１秒よりも長いと光劣
化、熱劣化による悪影響のほうが大きくなる。パルス光の照射は単発で実施しても効果は
あるが、上記の通り繰り返し実施することもできる。繰返し実施する場合、照射間隔（ｏ
ｆｆ）は２０マイクロ秒から５秒、より好ましくは２０００マイクロ秒から２秒の範囲と
することが好ましい。２０マイクロ秒よりも短いと、連続光と近くになってしまい一回の
照射後に放冷される間も無く照射されるので、基材が加熱され温度が高くなって劣化する
可能性がある。また、５秒より長いと、放冷が進むのでまったく効果が無いわけはないが
、繰り返し実施する効果が低減する。なお、上記パルス光の照射には、０．２Ｈｚ以上で
動作する光源を使用することができる。また、上記パルス光としては、１ｐｍ～１ｍの波
長範囲の電磁波を使用することができる。このような電磁波の例としては、ガンマ線、Ｘ
線、紫外線、可視光、赤外線等が挙げられる。なお、熱エネルギーへの変換を考えた場合
には、あまりに波長が短い場合には、インク層自体へのダメージが大きくなり、波長が長
すぎる場合には効率的に吸収して発熱することが出来ない。従って、波長の範囲としては
、前述の波長の中でも特に遠紫外から遠赤外の１０ｎｍ～１０００μｍの波長範囲が好ま
しく、さらに好ましくは２００ｎｍ～３０００ｎｍの波長範囲である。
【００３５】
　また、機能性薄膜１４として、シリコン、ゲルマニウム、錫、鉛、砒素、アンチモン、
ビスマス、ガリウム、インジウム、タリウム、亜鉛、カドニウム、セレン、テルル、それ
らの酸化物及び複合酸化物をターゲットとするスパッタリング法により形成したものを用
いることもできる。
【００３６】
　上記スパッタリングにより形成した薄膜自体を焼成することにより、アモルファス状態
の薄膜の少なくとも一部を結晶化させることができ、例えば電界効果トランジスタの半導
体材料として適用することにより電荷移動度が向上した電界効果トランジスタを製造する
ことができる。
【００３７】
　本実施形態にかかる基材フィルムを製造する場合は、コーティング層１２の原料となる
上記樹脂材料をロールコート、バーコート、スプレーコート、ディップコート、ドロップ
コート、ダイコート、スピンコート等により０．１～１０μｍの厚さで上記ベースフィル
ム１０の表面に塗布し、ベースフィルム１０上にコーティング層１２を形成する。以上の
ようにして製造された基材フィルムのコーティング層１２の表面には、適宜な印刷方法に
より上記インク組成物を印刷し、機能性薄膜１４を形成する。次に、上記形成した機能性
薄膜１４を光照射により加熱焼成して導電層を形成する。この際、コーティング層１２が
耐熱性を有するので、光照射により導電性粒子に内部発熱で発生した熱からベースフィル
ム１０を保護することができ、ベースフィルム１０に皺が発生し、あるいは溶融すること
を回避することができる。
【実施例】
【００３８】
　以下、本発明の実施例を具体的に説明する。なお、以下の実施例は、本発明の理解を容
易にするためのものであり、本発明はこれらの実施例に制限されるものではない。
【００３９】
[参考例１]
コーティング層（耐熱層）用コーティング液の調製
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　ＫＡＹＡＲＡＤ　ＵＸ－５０００（５官能ウレタンアクリレート、日本化薬（株）製）
４０部、ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ（ジペンタエリスリトールペンタアクリレートとジペ
ンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物、日本化薬（株）製）　６０部、Ｉｒｇ
ａｃｕｒｅ１８４（１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン、チバジャパン
（株）製）２部を混合して、コーティング液とした。
【００４０】
　また、別途ＫＡＹＡＲＡＤ　ＵＸ－５０００（日本化薬（株）製）４０部、ＫＡＹＡＲ
ＡＤ　ＤＰＨＡ（日本化薬（株）製）　６０部、ＡＩＢＮ（アゾイソブチロニトリル）０
．０２部を混合し、ガラス板中で４０℃－１ｈｒ、６０℃－３ｈｒ、１２０℃－１ｈｒか
けて硬化した硬化物のガラス転移温度が２５９℃であることを確認した。
【００４１】
［参考例２］
　３’，４’－エポキシシクロヘキシルメチル３，４－エポキシシクロヘキサンカルボキ
シレート（ダイセル化学工業（株）製、セロキサイド２０２１Ｐ）１０部とＣＰＩ－１０
０Ｐ（サンアプロ（株）製光カチオン硬化剤）０．２部を混合して、コーティング液とし
た。
【００４２】
　また、別途セロキサイド２０２１Ｐ　１０部とサンエイドＳＩ－１００Ｌ（三新化学工
業（株）製熱カチオン硬化剤）０．２部を混合し、ガラス板中で１００℃－１ｈｒ、１２
０℃－３ｈｒ、１６０℃－１ｈｒかけて硬化した硬化物のガラス転移温度が１７８℃であ
ることを確認した。
【００４３】
［参考例３］
　リポキシＶＲ－７７（昭和電工（株）製ビニルエステル樹脂）７部とシクロヘキシルメ
タクリレート２部とＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ（ジペンタエリスリトールペンタアクリレ
ートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物、日本化薬（株）製）１部と
メチルエチルケトン２０部、Ｉｒｇａｃｕｒｅ１８４（１－ヒドロキシ－シクロヘキシル
－フェニル－ケトン、チバジャパン（株）製）０．２部を混合して、コーティング液とし
た。
【００４４】
　また、別途リポキシＶＲ－７７（昭和電工（株）製ビニルエステル樹脂）７部とシクロ
ヘキシルメタクリレート２部とＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ（ジペンタエリスリトールペン
タアクリレートとジペンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物、日本化薬（株）
製）１部とジクミルパーオキサイド０．１部を混合し、ガラス板中で１２０℃－１ｈｒ、
１４０℃－３ｈｒ、１６０℃－１ｈｒかけて硬化した硬化物のガラス転移温度が１４８℃
であることを確認した。
【００４５】
［参考例４］
　アクリペットＶＨ　１０部（三菱レイヨン（株）製ポリメチルメタクリレート）をメチ
ルエチルケトン５０部に溶解して、コーティング液とした。
【００４６】
　また、別途アクリペットＶＨのガラス転移温度を測定して１０６℃であることを確認し
た。
【００４７】
　ガラス転移温度は以下の条件で測定を行った。
＜ガラス転移温度（Ｔｇ）＞
　熱機械測定（ＴＭＡ）により測定した。エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社製Ｔ
ＭＡ／ＳＳ６１００熱機械的分析装置を使用し、温度範囲－１０～３００℃、昇温速度５
℃／ｍｉｎ、荷重２０．０ｍＮの条件で９×９×３ｍｍの試験片を用いて測定を行った。
得られた膨張曲線における転移に基づく変曲点前後の直線領域で各々引いた２本の直線の
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外挿線の交点の温度をガラス転移温度とした。
【００４８】
[参考例５]
　還元剤としてエチレングルコール、グリセリン（関東化学株式会社製の試薬）の混合水
溶液（質量比　エチレングリコール：グリセリン：水＝７０：１５：１５）に、バインダ
ーとしてポリビニルピロリドン（日本触媒株式会社製）を溶解して、４０質量％のバイン
ダー溶液を調製した。この溶液１．５ｇと上記混合水溶液０．５ｇとを混合し、酸化銅粒
子としてシーアイ化成株式会社製ＮａｎｏＴｅｋ　ＣｕＯ（球形、Ｄ５０＝２７０ｎｍ）
６．０ｇとを混合し、自転・公転真空ミキサー　あわとり練太郎　ＡＲＶ－３１０（株式
会社シンキー製）を用いて良く混合し、印刷用のペースト（導電膜形成用組成物）を作製
した。
【００４９】
　なお、粒子の粒子径はナノトラックＵＰＡ－ＥＸ１５０（動的光散乱法）により測定し
、球近似により粒径を求めメジアン径をＤ５０として求めた。
【００５０】
[実施例１]
　参考例１で調製したコーティング液を、ベースフィルムであるルミラー１２５Ｕ９８（
株）東レ製ポリエチレンテレフタレートフィルム）にコーティングし、高圧水銀ＵＶラン
プにより１００ｍｊ／ｃｍ２を照射し硬化後５μｍの厚みの耐熱層を形成した。この耐熱
層上に参考例５で得られたペーストを用いて２ｃｍ×２ｃｍ角のパターンをスクリーン印
刷した。得られたサンプルのペースト印刷面側からＸｅｎｏｎｅ社製Ｓｉｎｔｅｒｏｎ３
３００を用いてパルス光照射を行った。照射条件は、パルス幅２０００マイクロ秒、電圧
３０００Ｖ、照射距離２０ｃｍから単発照射した。その際のパルスエネルギーは２０７０
Ｊであった。以上により形成した導電膜の厚さは２５μｍであった。なお、上記一連の作
業は大気下で実施した。
【００５１】
　得られた膜の体積抵抗率は８．７×１０－５Ω・ｃｍであり、光照射により焼成され導
電膜に転化されていることが確認できた。
【００５２】
　図４には、光照射後の上記パターン形成面の写真が示される。図４において、ベースフ
ィルムには、皺、溶融箇所等が発生しておらず、光照射によるベースフィルムへのダメー
ジは認められなかった。
【００５３】
[実施例２]
　コーティング液を参考例２で調製したものに代えた以外が実施例１と同様の操作で行っ
た。得られた導電膜の厚さは２２μｍで、体積抵抗は９．６×１０－５Ω・ｃｍであった
。
【００５４】
［実施例３］
　コーティング液を参考例３で調製したものに代え、ベースフィルムをコスモシャインＡ
４３００（東洋紡（株）製ポリエチレンテレフタレートフィルム）に代えた以外が実施例
１と同様の操作で行った。得られた導電膜の厚さは２３μｍで、体積抵抗は４．２×１０
－５Ω・ｃｍであった。
【００５５】
[比較例１]
　ルミラー１２５Ｕ９８（（株）東レ製ポリエチレンテレフタレートフィルム）にコーテ
ィング層を形成せず直接参考例２で得られたペーストを用いてスクリーン印刷した以外は
実施例１と同様の操作を行った。
【００５６】
　図５には、実施例１と同様に、光照射後の上記パターン形成面の写真が示される。図５
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）が一部溶融した。
【００５７】
[比較例２]
　コーティング液を参考例４で調製したものに代えた以外は実施例１と同様の操作で行っ
た。その結果印刷したパターンが一部吹き飛ぶとともに、ベースフィルム（ＰＥＴフィル
ム）が一部溶融した。
【００５８】
[実施例４]
　実施例１同様に参考例１で調製したコーティング液を、ベースフィルムであるルミラー
１２５Ｕ９８（（株）東レ製ポリエチレンテレフタレートフィルム）にコーティングし、
高圧水銀ＵＶランプにより１００ｍｊ／ｃｍ２を照射し硬化後５μｍの厚みの耐熱層を形
成した。この耐熱層上にスパッタリング法によりシリコンを２００ｎｍの厚みとなるよう
に蒸着させた。
【００５９】
　得られたサンプルのシリコン蒸着面側から、ＮｏｖａＣｅｎｔｒｉｘ社製ＰｕｌｓｅＦ
ｏｒｇｅ３３００で、電圧３５０Ｖ、パルス幅２０００マイクロ秒で光を単発照射した。
【００６０】
　得られたサンプルのシリコン膜のラマンスペクトルを測定した結果（図３）５００ｃｍ
－１にピークが観察された。これより蒸着で形成したアモルファスシリコン膜に光照射す
ることにより微結晶シリコン膜に転化されたことがわかった。光照射によるベースフィル
ム（ルミラー１２５Ｕ９８）の異常は何ら認められなかった。
【００６１】
[比較例３]
　ルミラー１２５Ｕ９８（（株）東レ製ポリエチレンテレフタレートフィルム）にコーテ
ィング層を形成せずシリコンを蒸着した以外は前記実施例４と同様の操作を行った。
【００６２】
　実施例４同様ラマンスペクトルにおいて５００ｃｍ－１にピークが観察されたが、ベー
スフィルム（ルミラー１２５Ｕ９８）において光照射時の熱による変形が発生した。
【符号の説明】
【００６３】
　１０　ベースフィルム、１２　コーティング層、１４　機能性薄膜。
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